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              令 和 二 年 第 三 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

 

一 、 開 会 日 時     令 和 二 年 九 月 一 日    午 前 十 時 十 九 分  

 

一 、 開 会 場 所     藤 崎 町 議 会 議 場  

 

一 、 閉 会 日 時     令 和 二 年 九 月 十 日    午 後 一 時 十 九 分  

 

一 、 出 席 及 び 欠 席 議 員 の 氏 名  

            別 紙 の と お り  

 

一 、 職 務 の た め 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員 の 職 氏 名  

   事 務 局 長 藤 田  伸    主 幹   佐 藤  健 

 

一 、 地 方 自 治 法 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 説 明 の た め 出 席 し た 者 の 職 氏 名  

町 長  平 田 博 幸  副 町 長 五 十 嵐 晋 

総務課長選管事務局長併任 兵 藤 範 明  財 政 課 長 三 上 孝 之 

経 営 戦 略 課 長 葛 西 昭 仁  税 務 課 長 木 村 宣 文 

住 民 課 長  森 篤  福 祉 課 長 久 保 田 整 

農政課長農委事務局長併任 髙 木 秀 光  建 設 課 長 神  昭 彦 

上 下 水 道 課 長 阿 部  悟  会計管理者会計課長兼務 佐 藤 康 文 

監 査 委 員 工 藤 友 良  選 挙 管 理 委 員 長  加 福 孝 二 

農 業 委 員 会 会 長 安 原 義 太 郎  教 育 長 羽 賀 義 易 

学 務 課 長 清 野 健 志  生 涯 学 習 課 長 佐 々 木 泰 人 
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学校給食センター所長 清 水 裕 行 

 

一 、 議 事 日 程  

          別 紙 の と お り  

 

一 、 会 議 に 付 し た 事 件  

   

  一 、 会 議 録 署 名 者 指 名  

 

  一 、 会 期 の 決 定  

 

  一 、 諸 般 の 報 告  

 

  一 、 町 長 提 案 理 由 説 明  

 

  一 、 令 和 元 年 度 決 算 審 査 報 告  

 

  一 、 陳 情 書 の 委 員 会 付 託  

 

  一 、 決 算 特 別 委 員 会 設 置  

 

  一 、 発 議 第   二 号  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に 伴 う 地 方 財 政 の 急 激 な 悪 化  

に 対 し 地 方 税 財 源 の 確 保 を 求 め る 意 見 書 案  

 

  一 、 報 告 第  十 三 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 健 全 化 判 断 比 率 の 報 告 の 件  
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  一 、 報 告 第  十 四 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 資 金 不 足 比 率 の 報 告 の 件  

 

  一 、 議 案 第 五 十 七 号  藤 崎 町 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案  

 

  一 、 議 案 第 五 十 八 号  藤 崎 町 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案  

 

  一 、 議 案 第 五 十 九 号  藤 崎 町 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 助 成 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案  

 

  一 、 議 案 第  六 十 号  弘 前 圏 域 定 住 自 立 圏 形 成 協 定 の 一 部 を 変 更 す る 協 定 の 締 結 に  

つ い て  

 

  一 、 議 案 第 六 十 一 号  工 事 の 請 負 契 約 の 件  

 

  一 、 議 案 第 六 十 二 号  工 事 の 請 負 契 約 の 件  

 

一 、 議 案 第 六 十 三 号  財 産 の 取 得 の 件  

 

一 、 議 案 第 六 十 四 号  令 和 二 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 五 回 ） 案  

 

一 、 議 案 第 六 十 五 号  令 和 二 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 予 算  

     （ 第 三 回 ） 案  

 

  一 、 議 案 第 六 十 六 号  令 和 二 年 度 藤 崎 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算  

（ 第 二 回 ） 案  
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 一 、 議 案 第 六 十 七 号  令 和 二 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 予 算  

（ 第 二 回 ） 案  

 

  一 、 議 案 第 六 十 八 号  令 和 二 年 度 藤 崎 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 二 回 ） 案  

           

  一 、 議 案 第 六 十 九 号  令 和 二 年 度 藤 崎 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 二 回 ） 案  

 

  一 、 決 算 特 別 委 員 会 報 告  

 

一 、 議 案 第  七 十 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 認 定 を 求 め る の 件  

 

  一 、 議 案 第 七 十 一 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入  

歳 出 決 算 の 認 定 を 求 め る の 件  

         

  一 、 議 案 第 七 十 二 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の  

     認 定 を 求 め る の 件  

 

  一 、 議 案 第 七 十 三 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入 歳 出  

決 算 の 認 定 を 求 め る の 件  

 

  一 、 議 案 第 七 十 四 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 水 道 事 業 会 計 決 算 の 認 定 を 求 め る の 件  

 

  一 、 議 案 第 七 十 五 号  令 和 元 年 度 藤 崎 町 下 水 道 事 業 会 計 決 算 の 認 定 を 求 め る の 件  
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  一 、 議 案 第 七 十 六 号  藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案  

 

  一 、 請 願 第   一 号  日 米 地 位 協 定 の 抜 本 的 見 直 し に 関 す る 請 願 （ 継 続 審 査 ）  

 

  一 、 陳 情 第   一 号  看 護 師 の 全 国 を 適 用 地 域 と し た 特 定 最 賃 の 新 設 を 求 め る 陳 情  

（ 継 続 審 査 ）  

 

  一 、 陳 情 第   二 号  介 護 従 事 者 の 全 国 を 適 用 地 域 と し た 特 定 最 賃 の 新 設 を 求 め る  

陳 情 （ 継 続 審 査 ）  

 

  一 、 陳 情 第   三 号  後 期 高 齢 者 の 医 療 費 窓 口 負 担 の 現 状 維 持 を 求 め る 意 見 書 提 出  

の 陳 情 書  

 

  一 、 議 会 改 革 特 別 委 員 会 設 置  

 

  一 、 常 任 委 員 会 報 告  

 

  一 、 議 会 運 営 委 員 会 の 閉 会 中 の 所 管 事 務 調 査 の 件  

 

  一 、 常 任 委 員 会 の 閉 会 中 の 所 管 事 務 調 査 の 件  

 

 

 一 、 議 事 の 経 過  

別 紙 の と お り  
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別  紙              

 

         議 事 の 経 過  

 

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

 お は よ う ご ざ い ま す 。  

 開 会 前 に 六 月 定 例 会 に お き ま し て 、 選 任 同 意 さ れ ま し た 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 、 教 育 委

員 、 農 業 委 員 の 皆 さ ん に 、 本 日 ご 多 用 の 中 お 越 し い た だ い て お り ま す の で 、 ご あ い さ つ を

お 願 い し た い と 思 い ま す 。  

は じ め に 、 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 の 皆 さ ん に お 願 い し ま す 。  

代 表 し て 、 白 取 正 美 委 員 長 に 登 壇 の 上 ご 挨 拶 を い た だ き 、 そ の 後 委 員 の 紹 介 を お 願 い し

ま す 。  

 白 取 正 美 委 員 長 及 び 委 員 の 皆 さ ん 議 場 に お 入 り 下 さ い 。  

［ 白 取 正 美 委 員 長 、 藤 本 一 彦 委 員 、 泉 田 裕 明 委 員  議 場 入 場 、 委 員 長 登 壇 ］  

○ 白 取 正 美 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 長  

 お は よ う ご ざ い ま す 。  

 委 員 長 の 白 取 で す 。 先 般 の 六 月 定 例 会 に お き ま し て 、 私 た ち 三 人 の 藤 崎 町 固 定 資 産 評 価

審 査 委 員 の 選 任 に 同 意 い た だ き ま し て 、 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。 私 ど も は 、 向 こ う 三

年 間 、 勉 強 し な が ら こ の 職 務 を 全 う す る 所 存 で ご ざ い ま す 。 今 後 と も よ ろ し く お 願 い い た
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し ま す 。  

そ れ で は 、 私 か ら 選 任 さ れ た 委 員 を 紹 介 し ま す 。  

 ま ず 下 町 の 藤 本 一 彦 委 員 で す 。  

○ 藤 本 一 彦 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員  

藤 本 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 白 取 正 美 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 長  

 次 に 朝 日 町 の 泉 田 裕 明 委 員 で す 。  

○ 泉 田 裕 明 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員  

泉 田 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 白 取 正 美 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 長  

 以 上 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 次 に 、 工 藤 留 美 教 育 委 員 に お 願 い し ま す 。 議 場 に お 入 り 下 さ い 。  

［ 工 藤 留 美 委 員  議 場 入 場 、 登 壇 ］  

○ 工 藤 留 美 教 育 委 員  

   お は よ う ご ざ い ま す 。  

 こ の 度 、 教 育 委 員 を 再 任 い た し ま し た 工 藤 留 美 と 申 し ま す 。  

 昨 年 度 は 、 委 員 の 皆 様 に 助 け て も ら い な が ら 、 や り 遂 げ る こ と が で き ま し た 。 こ れ か ら
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は 、町 全 体 の 子 ど も た ち の 将 来 の た め 、ま た 、様 々 な 課 題 の 解 決 に 私 の 意 見 を 発 し な が ら 、

委 員 の 皆 様 と と も に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 次 に 農 業 委 員 の 皆 さ ん に お 願 い し ま す 。 代 表 し て 安 原

義 太 郎 農 業 委 員 会 会 長 に 登 壇 の 上 ご 挨 拶 い た だ き 、 そ の 後 、 委 員 の 紹 介 を お 願 い し ま す 。

委 員 の 皆 様 、 議 場 に お 入 り 下 さ い 。  

［ 安 原 義 太 郎 農 業 委 員 会 会 長 登 壇  農 業 委 員  議 場 入 場 ］  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

   お は よ う ご ざ い ま す 。  

 今 回 、 私 た ち 十 一 名 が 議 員 の 皆 様 方 か ら ご 推 薦 い た だ き ま し て 、 感 謝 申 し 上 げ ま す 。 ま

た 、 私 も 今 回 初 め て の 会 長 と い う こ と で 、 大 役 を 仰 せ つ か っ た わ け で あ り ま す が 、 向 こ う

三 年 間 、 農 家 の た め に 精 一 杯 頑 張 っ て ま い り た い と 思 っ て お り ま す 。  

私 ど も は 、 先 般 農 地 パ ト ロ ー ル を 実 施 い た し ま し た け れ ど も 、 遊 休 農 地 、 耕 作 放 棄 地 等

が 、 年 々 増 え て き て お り 、 議 員 の 皆 様 方 も ご 承 知 の と お り 、 農 家 の 方 も 困 っ て き て い る と

い う 話 も 聞 い て お り ま す 。  

今 後 も 農 家 の 皆 様 方 に 指 導 助 言 を し な が ら 、 精 一 杯 頑 張 っ て ま い り た い と 思 っ て お り ま

す の で 、 ど う ぞ 議 員 の 皆 様 方 の 今 後 益 々 の ご 協 力 と ご 助 言 を お 願 い し て 、 ご 挨 拶 に 代 え さ

せ て い た だ き ま す 。  

 そ れ で は 、 早 速 で は あ り ま す が 、 私 の 方 か ら 選 任 さ れ ま し た 委 員 の 方 々 を 紹 介 さ せ て い
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た だ き ま す 。  

 ま ず 、 久 井 名 舘 の 会 長 職 務 代 理 者 で あ り ま す 、 佐 藤 秀 子 委 員 で す 。  

○ 佐 藤 秀 子 農 業 委 員  

 佐 藤 で す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 次 に 俵 舛 の 福 士 晴 丸 委 員 で す 。  

○ 福 士 晴 丸 農 業 委 員  

福 士 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

次 に 矢 沢 の 新 谷 弘 美 委 員 で す 。  

○ 新 谷 弘 美 農 業 委 員  

矢 沢 の 新 谷 で す け れ ど 、 こ れ か ら ま た 一 年 生 の つ も り で 三 年 間 頑 張 り ま す の で 、 よ ろ し

く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 次 に 常 盤 の 石 動 邦 彦 委 員 で す 。  

○ 石 動 邦 彦 農 業 委 員  

 石 動 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 次 に 東 町 の 舘 山 昭 一 委 員 で す 。  
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○ 舘 山 昭 一 農 業 委 員  

 東 町 の 舘 山 昭 一 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 水 木 の 横 山 英 樹 委 員 で す 。  

○ 横 山 英 樹 農 業 委 員  

 横 山 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 同 じ く 水 木 の 水 上 知 剛 委 員 で す 。  

○ 水 上 知 剛 農 業 委 員  

 中 立 委 員 の 水 上 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 次 に 西 豊 田 一 丁 目 の 天 内 元 三 委 員 で す 。  

○ 天 内 元 三 農 業 委 員  

 西 豊 田 の 天 内 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 水 沼 の 野 呂 廣 志 委 員 で す 。  

○ 野 呂 廣 志 農 業 委 員  

 野 呂 で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  
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 白 子 の 相 坂 鐵 榮 委 員 で す 。  

○ 相 坂 鐵 榮 農 業 委 員  

 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

○ 農 業 委 員 会 会 長 （ 安 原 義 太 郎 君 ）  

 以 上 、 任 期 満 了 ま で 、 み ん な で 力 を 合 わ せ 頑 張 り ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 以 上 で 就 任 の あ い さ つ を 終 わ り ま す 。  

 

 

    第 一 日  令 和 二 年 九 月 一 日      開 会  午 前 十 時 二 十 九 分  

 

 

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

  た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 四 名 で あ り ま す 。  

定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、た だ 今 か ら 令 和 二 年 第 三 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 を 開 会 い た

し ま す 。  

   こ れ か ら 、 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  
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    六 番   前  田  信  一  議 員  

 七 番   奈 良 岡  文  英  議 員  

 八 番   藤  林  公  正  議 員 を 指 名 い た し ま す 。  

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と い た し ま す 。  

 本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た の で 、 議

会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

議 会 運 営 委 員 長 、 奈 良 完 治 君 。  

［ 議 会 運 営 委 員 長  奈 良 完 治 君  登 壇 ］  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 奈 良 完 治 君 ）  

 皆 さ ん お は よ う ご ざ い ま す 。  

 た だ 今 か ら 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

 去 る 八 月 二 十 七 日 、 午 前 十 時 か ら 役 場 三 階 中 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九 条 第 三

項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 の た め 、 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、 令 和 二 年 第 三 回 藤 崎 町 議 会 定

例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 、 各 委 員 の 意 見 を 十 分 尊 重 の う え 、 慎 重 に 審 議 い た し ま

し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 九 月 十 日 ま で の 十 日 間 と し 、 会 期 日 程 に つ い て は 、 お 手 元 に

配 布 し て お り ま す と お り 、  

 九 月 一 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提 案 理 由 説 明 、

令 和 元 年 度 決 算 審 査 報 告 、 委 員 会 付 託 、 決 算 特 別 委 員 会 設 置  

 九 月 二 日 、 三 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  
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 九 月 四 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

 九 月 五 日 ・ 六 日 は 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会  

 九 月 七 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

 九 月 八 日 ・ 九 日 は 、 決 算 特 別 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

九 月 十 日 は 、 決 算 特 別 委 員 会 報 告 ・ 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 閉 会  

以 上 、 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

 た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本 日 か ら 九 月

十 日 ま で の 十 日 間 と し 、 休 会 日 は 、 お 手 元 に 配 付 し て あ り ま す 日 程 表 の と お り に し た い と

思 い ま す 。  

 こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

 よ っ て 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 の と お り 、 会 期 は 、 本 日 か ら 九 月 十 日 ま で の 十 日 間 と

し 、休 会 日 は 、お 手 元 に 配 付 し て あ り ま す 日 程 表 の と お り と す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。 

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

 日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  
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 議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 布 し て お り ま す 印 刷 物 に よ り ご

了 承 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

  次 に 代 表 監 査 委 員 か ら 、 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

  代 表 監 査 委 員  工 藤 友 良 君 。  

［ 代 表 監 査 委 員  工 藤 友 良 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 工 藤 友 良 君 ）  

  お は よ う ご ざ い ま す 。 監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

   令 和 二 年 度 の 七 月 分 の 例 月 出 納 検 査 に つ い て は 、去 る 八 月 二 十 四 日 、二 十 五 日 及 び 二 十

六 日 の 三 日 間 に わ た り 、各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出 に 関 す る

証 書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れ て お り 、異 常 な い も の

と 認 め ま し た 。 以 上 で 監 査 報 告 を 終 わ り ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

 監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

 こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

 日 程 第 四 、 報 告 第 十 三 号 か ら 報 告 第 十 四 号 ま で 及 び 議 案 第 五 十 七 号 か ら 議 案 第 七 十 五 号

ま で を 一 括 上 程 し 、 町 長 か ら 提 案 理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。  

 町 長  平 田 博 幸 君 。  

［ 町 長  平 田 博 幸 君  登 壇 ］  
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○ 町 長 （ 平 田 博 幸 君 ）  

（ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

  日 程 第 五 、 令 和 元 度 決 算 審 査 報 告 に つ い て 、 代 表 監 査 委 員 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

代 表 監 査 委 員  工 藤 友 良 君 。  

［ 代 表 監 査 委 員  工 藤 友 良 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 工 藤 友 良 君 ）  

 改 め て お は よ う ご ざ い ま す 。  

  令 和 元 度 決 算 審 査 に つ い て 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

  令 和 元 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  令 和 元 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  令 和 元 年 度 藤 崎 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  令 和 元 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  令 和 元 年 度 藤 崎 町 水 道 事 業 会 計 決 算  

  令 和 元 年 度 藤 崎 町 下 水 道 事 業 会 計 決 算  

 以 上 の 会 計 決 算 に つ い て 、 令 和 二 年 八 月 三 日 、 四 日 、 五 日 、 六 日 、 七 日 及 び 十 一 日 の 六

日 間 に わ た り 、 令 和 元 年 度 各 会 計 の 決 算 書 、 歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書 、 実 質 収 支 に 関 す る 調

書 、 財 産 に 関 す る 調 書 等 及 び 関 係 諸 帳 簿 並 び に 証 書 類 等 の 提 出 を 求 め 、 慎 重 に 審 査 い た し

ま し た と こ ろ 、 計 数 に 誤 り が な く 適 切 に 処 理 さ れ て お り 、 正 当 で あ る も の と 認 め ま し た 。  
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 ま た 、 将 来 に わ た り 健 全 な 財 政 運 営 を 確 か な も の に す る た め に は 、 地 方 公 共 団 体 の 財 政

の 健 全 化 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 、 健 全 化 判 断 比 率 及 び 資 金 不 足 比 率 に つ い て 、 早 期 健 全 化

基 準 及 び 経 営 健 全 化 基 準 を 上 回 ら な い 財 政 運 営 を 引 き 続 き 堅 持 す る よ う 努 力 さ れ た い 。  

 な お 、 細 部 に つ い て は 別 紙 意 見 書 の と お り で あ り ま す の で 、 省 略 い た し ま す 。  

 以 上 、 決 算 審 査 の ご 報 告 と い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

  決 算 審 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

  日 程 第 六 、 陳 情 第 三 号 「 後 期 高 齢 者 の 医 療 費 窓 口 負 担 の 現 状 維 持 を 求 め る 意 見 書 提 出 の

陳 情 書 」 を 議 題 と い た し ま す 。  

 陳 情 第 三 号 に つ い て は 、民 生 教 育 常 任 委 員 会 に 付 託 い た し ま し た の で 、報 告 い た し ま す 。 

  日 程 第 七 、 「 決 算 特 別 委 員 会 設 置 の 件 」 を 議 題 と し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 定 例 会 は 、議 案 第 七 十 号 か ら 議 案 第 七 十 五 号 ま で の 令 和 元 年 度 の 各 会 計 の 決 算 が 上 程

さ れ て お り ま す の で 、 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 決 算 特 別 委 員 会 を 設 置 し 、 こ れ に

付 託 の う え 、 審 査 期 限 を 令 和 二 年 第 三 回 定 例 会 ま で と し た い と 思 い ま す 。  

 こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

    （ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 小 野 稔 君 ）  

 異 議 な し と 認 め ま す 。  



- 12 - 

  よ っ て 、 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 決 算 特 別 委 員 会 を 設 置 し 、 議 案 第 七 十 号 か ら

議 案 第 七 十 五 号 ま で を こ れ に 付 託 の う え 、審 査 期 限 を 令 和 二 年 第 三 回 定 例 会 ま で と す る こ

と に 決 定 し ま し た 。  

  こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 い た し ま し た 。  

  本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。  

  ご 苦 労 様 で し た 。  

 

                    散 会  午 前 十 一 時 〇 五 分  


